
・ｓづ＝１万：シンポジウム

「どうなる？土壌汚染対策」の報告
来年１月に予定されている土壌汚染対策法の施行を前にして、１０月２５日に、土壌汚染の実態、土

壌汚染対策法の内容と問題点、今後の課題などを考えるシンポジウムを開催しました。

●基調講演：「土壌汚染対策法の意味と課題」大阪市立大学大学院教授畑明郎
●現地からの報告：さいたま西部・ダイオキシン公害調停を進める会国民会肖ｊｔ常任幹事・山田久美子
●パネルディスカッション

パ ネ リ ス ト 環 境 省 水 環 境 部 土 壌 環 境 課 黒 川 陽 一 郎

残土・産廃問題ネットワーク・ちば藤原寿和
大 阪 市 立 大 学 大 学 院 教 授 畑 明 郎
国 民 会 議 事 務 局 次 長 ・ 弁 護 士 中 村 晶 子

＜ 基 謳 講 演 ＞ 畑 明 郎 さ ん

畑さんから、日本の土壌・地下水汚染問題と対策の歴

史、最近の市街地土壌・地下水汚染の事例（大阪市此花

区の高層住宅高見フローラルタウン敷地の水銀一段素・

鉛・セレン・カドミウム等による汚染の例、ユニバーサ

ルスタジオジャパン敷地の鉛・段素一総水銀・セレン・

六価クロム等の汚染の例、滋賀県八日市市・近江ハ幡市

周辺の地下水広域汚染の例など）、鉱害と主要な金属精

錬所などについて、豊富な写真や図表を示しながらご紹

介がありました。

土壌汚染対策法が汚染土壌対策として政令・技術的指

針で定める汚染土壌の封じ込めについて、フローラルタ
ウン敷地の現地封じ込め計画の例などを紹介しながら、

コンクリートは廊～ａ）年で劣化してしまうこと、遮水シ
ートは１０年ももたないこと、アスファルトも１０～２０年程

度しかもたないこと、粘土は水をとおしにくいとはいっ

ても全くとおさないわけではないことなどから、完全な

封じ込めは今の技術では不可能であるとの具体的な説明

がありました。

畑さんは、土壌汚染対策法は不充分というより無い方

がいい法律だと指摘されました。

＜！見地からの報告＞山田久美子さん
産業廃棄物の都心からの大量流入と、焼却処理場の集
中、違法な野焼き、不法投棄で苦しんできた埼玉西部地
域、特に通称くぬぎ山では、住民運動、法規制などの動

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２０

きから焼却炉は減ってきているが、一旦できてしまった

産業廃棄物の流れ自体は変わらず、現在も破砕や不法投

棄状の放置された巨大なゴ｀ミ山に悩まされていること、

くぬぎ山再生事業と銘打った施策によってあたかも解決

したような感を与えるが、その裏でこのような行為が未

だに野放しとなっていること。また、特に深刻なのは、

２００１年暮れから活発化した残土の流入で、ちょうど土壌

汚染対策法案が検討され始めたころと一致するため、成

立前後の混乱に乗じて不審な業者が地主に貸与を持ちか

けたり、詐欺行為によって地主も知らない間に大量の残

土が搬入されるという事件が起きていること、里山の

木々を切り払い、深さ１４ｍ～１５ｍ、幅２０ｍ、奥行き１００ｍ
～２００ｍの巨大な穴を掘り、１０トントラックで受けてき

た残土（汚泥？）によって短期間に埋め尽くし、さらに

その上に積めるだけ積んで巨大な山を築いて、業者自身

は行方をくらます。このようにしてできた残土の山が現

在３個あることなどが、現地の写真を示しながら報告さ

れました。

＜パネルディスカッション＞
●藤原寿和さん
千葉県は１Ｓ）６０年代の高度経済成長期に首都圏から排出
される産業廃棄物や建設残土の格好の捨て場とされてき
たため、県下の市町村では他県に先駆けて残土壌例を制

定して自衛策を講じてきたこと、当初は盛り土の崩落に
よる安全陛が問題とされたが、その後有害物質が混入し
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を紹介し、日本もこうした取組を行うよう制度化すべき
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土壌汚染防止対策のおり方をめぐって活発な意見交換が行われ
たシンポジウム＝新井喜代次さん写す。

た産廃が残土に混ぜられて捨てられるようになって以

降、埋立土砂や残土等の地質汚染防止の面から、県が全
国に先駆けて土質規制を目的に残土条例を制定したこ
と。しかし、条例には①残土処分に立地制限が設けられ
ていない、②市町村の条例には定められていた住民説明

会の義務づけがない、③残土の発生元の確認及び搬入さ
れる土質の検査体制の不備等から違法処分が見過ごされ
てきた、などの指摘の後、最近は残土に焼却灰や有害な

産廃をアンコにして混ぜて投棄するという悪質なＦ残土
処分」（実際には産廃の不法投棄）が横行し、また過去
に投棄された産業廃棄物の埋立場所か削可川や地下水に

内分泌かく乱化学物質などの有害物質が流出して問題と
なるケース、環境省が毎年都道府県に依頼して実施して
いる井戸等地下水調査の結果千葉県が全国で一番汚染井

戸の検出率が高いなどの実体が紹介されました。
今回の土壌汚染対策法では、こうした過去に埋め立て
られた残土や産廃中に含まれていた有害物質の河川や地

下水への流出による汚染問題に対しては、効力が及ばな
いという問題点を抱えていること、六価クロム事件以来

２０年以上にわたって市街地における土壌汚染防止法は制

定されず対策が立ち遅れたこと、国土を格子状のメッシ
ュに切ってその格子点の土壌調査を行って汚染状況を把

握するオランダの例、ポジティブ・マップ、ネガティ
ブ・マップを作成し、水源地域等には廃棄物処分場など
地下水の汚染をもたらすような施設の立地を制限する制
度を設けて汚染の未然防止対策を講じているドイッの例

●黒川陽一郎さん

土壌汚染対策法の制定経過、同法の目的、特定有害物

質、土壌汚染状況調査、土壌汚染による健康被害の防止

措置、指定調査機関、指定支援法人等新法の概要、政

令・技術的基準の概要、施行スケジュールなどについて

説明されました。

●中村晶子さん
市民の立場から見て、新法は事後対策法にすぎず、し
かもごく限られたケースについて不充分な対応をするだ
けのものであること、畑さんの指摘のように事後対策は
どれも不完全である以上、大切なのは未然防止であるこ

と、いまとなっては運用を注意深く見守りながら附帯決

議を足がかりに改正を働きかけていかなければならない
こと、情報を開示して市民参加の道を開くことが大切で

あることなどの指摘がありました。

質疑：会場からは、黒川さんに対する質問・意見が相次

ぎましたが、その一部を紹介します。

ＱＩ．経産省と環境省は法案の閣議決定に際して、鉱山

保安法の管理区域を新法の対象外にする旨の合意をした

ときいているが、なぜか。

ＡＩ．なにもしないというわけではなく、どちらでやる

かの問題。経産省がやるというので、そちらにまかせる

ということになった。

Ｑ２．未然防止の観点が無く、土壌汚染問題の長期的展

望も感じられないが？

Ａ２．土壌汚染はいまだ全体像が見えていないので、こ

の法律は個々の問題のケースをつぶしていくという観点

で作られている。

Ｑ３．健康被害の防止措置として汚染土壌を浄北させる
べきなのに、なぜ覆土でよしとするのか。

Ａ３．浄化が望ましいのはわかっているが、どこまでや

らせるのか、費用もかかるのでイヤだと言う者に罰則付

きの命令で浄イヒまで強制するのは難しいのではないかと

いう議論だった。

（文責：広報委員会）
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くΓトト ぎ山」から煙カ斗肖えた

煙を止めた１２年間の闘い

埼玉県西部の「くぬぎ山」に集中していた建築廃材な
どの産廃焼却施設が１２月１日までに姿を消し、私たち周

辺住民は１２年ぶりに新たなダイオキシン汚染の心配から
解放されました。「くぬぎ山」にある産廃焼却施設は埼
玉県と関係３市１町の手で撤去され、そのあとに樹木が

植えられて林が再生されることになっています。
私は「くぬぎ山」に隣接した地で小さな声をあげ、

［ダイオキシンの発生を何としてもなくさなければ］と警
鐘を鳴らし続けてきました。辛い活動でしたが、１２年間
の悲願が今、ようやく実を結び、とても喜んでいます。
これも、問題解決のため協力してくださった専門家、報

道関係者、環境保護団体を始めとする全国の皆様のおか
げです。

産廃の野焼きから小型焼却炉へ

「くぬぎ山」は所沢、川越、狭山の３市と三芳町にま

たがる広大な雑木林。今では武蔵野の風景を残す貴重な

ものとなっています。この雑木林は１６肺年、川越藩主柳

沢吉保の命を受けた家臣たちが開発した耕地「三富新田」

を風から守る防風林として造成された、すばらしい文化

遺産です。私はこれに魅せられ、「くぬぎ山」が庭先に

広がるところを「終の住みか」と決め、１９８１年に移り住

んだのでした。

それから１０年後の１９９９１年２月、「くぬぎ山」で産廃を

焼く野焼きの黒い煙が上がり始めました。わが家から

１００メートルほどの狭山市の林の中に、２業者が林にプ
ールのような穴を掘り、運んできた建築廃材や廃プラス

チックなどを投げ込んで燃やしたのです。夜ともなると、

消え残りの火が燃え広がり、番犬もおびえる日々が続き

ま し た。

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．２０

所沢にきれいな空気をとりもどす会

渋 木 幸 子

１９９２年までは孤独な１人だけの闘いでした。再々の苦

情の末、埼玉県と所沢市の職員がいきなり来て、「小型

焼却炉設置の指導をします。小型でも法の厳しい網を被

せられる」というのです。

しかし１９９４年に１日の処理能力５トン未満の小型焼却

炉２基が建設され、そのあと小型焼却炉が建ち並んで、

半径５００メートル以内に１５ヵ所もの炉がひしめく産廃焼

却炉密集地帯が出現しました。黒煙や灰の排出量はます

ますひどくなり、悪臭も放ち始めました。

１９９４年ア月のＮＨＫのニュースに

１９９４年７月、全国処分場ネットワークによる電話相談

１１０番に「助けてください」と訴え、それ以来、処分場

ネットワークは「助けの神」になりました。しかし、こ

の頃から農家の長老や自治会長、農家代表の市議会議員

から「活動をやめろ」という電話が頻繁にかかってくる

ようになりました。私は「雑木林が好きですから。一緒

に頑張りましょう」と説得に努めたのですが、「新参者

は黙れ」と怒鳴り、聞く耳を持ちません。そればかりか、

わが家の車庫の車のタイヤにくぎが刺されるようにな

り、その回ｌ改は９５年までに１５回に及びました

処分場ネットワークが「雑木林を守りたい」という私

たちのために弁護士を差し向けてくれました。これを機

に近くの７件で「所沢にきれいな空気をとりもどす会」

を結成したのですが、提訴には至りませんでした。「と

りもどす会」は厚生省や環境庁、埼玉県などにダイオキ

シン発生防止対策の実施を要望しました。

叫年１２月、止めよう！ダイオキシン汚染・関東ネット

ワークの方々の現地見学会があり、参加者は悪臭と松の

立枯れに驚いていました。産廃業者は申し合わせたよう

にドーペルマンにほえさせて威嚇しました。

この見学会の後、多くの賛同者のご協力により、ヘリ
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からの産廃焼却炉集中地域の空中写真撮影が実現し、貴

重な資料となりました。

宮田教授が土壌汚染実態を明らかに

ＩＳ５年１月、摂南大学薬学部の宮田秀明教授（環境科

学・食品衛生学）を「くぬぎ山」に案内しました。宮田

教授は雑木林内の１０ヵ所で土壌を採取、同年１２月６日、

その分析結果を発表しました。

それによると、産廃焼却炉跡の焼却灰から１グラム当

たり４、２８７ピコグラム、廃止された炉から２、０７５ピコグラ

ムという極めて高い濃度のダイオキシンが検出され、野

焼き跡の土壌と灰はそれぞれ同５５２ピコグラム、４４２ピコ

グラム、６地点の一般土壌は最高２１８ピコグラム、最低

９６ピコグラム、「くぬぎ山」から４キロ南の航空公園内

２ヵ所の一般土壌も１（Ｍピコグラムと９３ピコグラムでし

た 。

日本の表層土壌の１グラム当たりのダイオキシン濃度

は数ピコグラムから１０ピコグラム前後。これに比べて

「くぬぎ山」の土壌汚染レベルの非常に高いことがこの

調査で分かりました。幼児の遊ぶ公園の汚染も大きな衝

撃 で し た。

県と市が隠していた基準の１５０倍

９７年９月５日、所沢市はごみ焼却炉の排ガスから１立

方メートル当たり最高１万２０００ナノグラム（ナ．ノは１（臆

分の１）という高濃度のダイオキシンを検出していたに
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新緑の美しい「くぬぎ山」雑木林＝１９９７年６月、赤木さん写す。

もかかわらず、県環境部と一緒にデータ隠しをしていた

ことが新聞報道で明るみに出ました。８日、市民団体の

メンバー約５０人はプラカードを持って市役所に押しか

け、市長に強く抗議。市長が陳謝し、土屋義彦埼玉県知

事も［県民への背信行為。詫びたい］と謝りました。

９８年３月、学生など総勢６ａ）人の若者たちが所沢と池

袋に集い、「いのちが大事。煙を止めて！」などと書か

れたプラカードを持ち、ダイオキシンの発生防止を訴え

てデモ行進しました。この年にはダイオキシン汚染に反

対する住民たちが４７の業者と操業を許可した埼玉県を相

手取り公害調停を県公害審査会に申請しました。

全産廃施設を撤去し、跡地に植樹

「くぬぎ山」と、その周辺にピーク時、６４基を数えた
産廃焼却施設が１２月１日までにゼロになるため、埼玉県
と関係４市町は施設撤去後の跡地に植樹し、「くぬぎ山」
の自然再生を図ります。そのための予算は昨年１２月に環

境省の「ふるさと自然再生事業」（２０００万円）が認めら
れ、国土交通省による６００万円の追加もあり、これを基
に県・市が具体的に事業を進めることになりました。
ダイオキシン土壌汚染処理の問題は残りますが、林立
していた焼却炉がゼロになり、緑豊かな三富新田のＦく
ぬぎ山」を辛うじて次の世代に引き渡すことができそう

です。イ可度となく家族に危害が加えられそうになったこ
とさえあったことを考えますと、こうして解決の方向を
見出せたことは不思議なくらいです。本当にありがとう
ございました。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１２００
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「山」産廃焼却問題の教訓

焼却施設の集中は防げなかったのか

埼玉県所沢、川越、狭山、三芳の４市にまたがる「く

ぬぎ山」には建築廃材など産廃の焼却施設が図に示され

ているとおり、ピーク時、半径５００メートル以内に１５基、

「くぬぎ山」の周辺地域を含めると、５０基を超える集中

ぶりでした。これらの焼却施設はダイオキシン排出規制

の強化に対応できず、１２月１日までに焼却をやめること

になりました。埼玉県と関係４市は国の方針に基づいて

産廃施設を撤去し、樹木を植えて損なわれた自然を再生

する計画を進めています。

「くぬぎ山」への産廃焼却施設の集巾と、建築廃材な

どの焼却によるダイオキシン汚染は全国でも例のないひ

どさでしたから、産廃棄焼却に反対する地域住民の願い

は渋木幸子さんの記事にも書かれているとおり切実でし

た 。

問題がひとまず解決した、この折になぜ「くぬぎ山」

に廃棄焼却施設が自然発生的に集中し、行政はそれを長

い間、止めることができなかったのかーについて考えて

みましょう。

「くぬぎ山」産廃焼却施設の集中立地問題の経過を検

証することは、このような事態を繰り返さないための教

訓となるでしょう。

焼却施設集中を止めなかった埼玉県

「くぬぎ山」に産廃の中間処理業者や自社処分業者が

入り込んで来だのは１９印年代の初め。この地は巨大都市

東京に隣接し、関越自動車道路インターチェンジのすぐ

近くにあるため、焼却処理場にされやすいという地理的

な状況にあったのです。当時、「くぬぎ山」に土地を持
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国民会議常任幹事・江戸川大学講師

川 名 英 之

っ人の中に相続税や固定資産税を払えなくなった人がい

たことに目をつけて土地を買い取り、焼却処理を始めた
ケースもありました。

廃棄物行政は国の機関委任事務で、埼玉県が実施でき
る権限には限界があるのは確かです。しかし埼玉県は東

京などからの建築廃材などの流入を規制しませんでし
た。当時、廃棄物行政を県に委任していた厚生省はダイ

オキシン汚染１ぴｊ止対策び：）・妃ヽ 要性を認識していませんでし
たから、廃棄物処理法の改正などの有効・適切な対策も

取りませんでした。
業者が建築廃材などの野焼き（１固２年に禁止）を始め
た１９９１年ごろから県は行政指導で小型焼却炉の設置を勧
め、資金難の業者には補助金を出しました。その結果、
５トン未満の小型焼却炉が急ピッチで増えて全国最大の
産廃焼却炉集中地域となり、ダイオキシン排出量が野焼
きとあまり変わらない小型焼却炉群による環境汚染が長
い間、続きました。

１９９７年に厚生省が焼却炉のダイオキシン頌排出濃度の

新塞準を設定、５年後の２００２年１２月から適用することを
決めました。新基準に対応できない小型焼却炉が今回、
廃止に追い込まれたわけです。

新たに発生した残土埋立て問題

国民会議主催シンポジウム「どうなる？土壌汚染対策」

の中で、「さいたま西部・ダイオキシン公害調停をすす

める会」に所属し、国民会議常任幹事でもある山田久美

子さんが報告したとおり、「くぬぎ山」では昨年１１月か

ら業者が巨大な素掘りの穴をいくつも掘って残土やアス

ファルトの混じった汚染土を投棄し、埋め立てました。

土壌や地下水を汚染する恐れのある、このような行為に



対し、国や県はこれを規制する措置を取っていません。
「ダイオキシン公害調停をすすめる会」は、このよう

な土砂の埋立てによる土壌・地下水の汚染を防止するた
めの対策として①「土壌汚染対策法」の政省令に残土規

制に関する事項を盛り込む、②「廃棄物処理法」の改正
時に建設事業によって発生した残土を「廃棄物」と位置づ
ける、③Ｆ残土規制法」を制定するーのいずれかの法規
制措置を提案しています。
豊かな自然資源である「くぬぎ山」を環境汚染から守

るために、残土投棄問題への新たな取組みが必要になっ

ています。また、これから始まる産廃焼却炉撤去後の跡

地のダイオキシン汚染土壌処理も、住民に納得できるよ

うな対策を実施して欲しいものです。

「くぬぎ山」への産廃焼却施設の集中にも、今度の残

土の埋立てに対しても、行政は有効・適切な対応はゼロ

でした。環境汚染防止にもっと積極的になるよう政治・

行政を変えていく必要があるでしょう。
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